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1 . 組織の概要

1　・　組織名及び代表者名 村上建設株式会社

代表取締役社長　村上　忠生

2　・　所在地及び連絡先 〒800-0225

本社　：　福岡県北九州市小倉南区田原4-11-10

ＴＥＬ　：　093-472-6571

ＦＡＸ　：　093-472-6569

Mail　 ：　muraken@luck.co.jp

3　・　事業内容 建築工事　・　土木工事　・　とび、土工　・　塗装工事

福岡県知事（特-2）第33328号

一級建築士事務所

知事許可1-102102号

産業廃棄物収集運搬許可

4　・　事業概要 創立　　　　　　昭和　　4年　10月

法人成立　 　昭和　55年　　4月

資本金　　　 　2,600万円

社員数　　　　　15人

事業年度 　5月1日～4月30日

売上高 2019年度 2020年度 2021年度
2022年

10月～12月

451 410 287 77

（百万円）

5　・　環境管理責任者 取締役　　 卜　部　　真　悟

6　・　ＥＡ21事務局　担当者 総務部 清　田　　葉　子

７　・　認証登録範囲 全社　・　全組織　・　全活動
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2 . 組織図及び認証・登録範囲

全従業員 - ・決められた事を守り、自主的・積極的に環境活動へ参加。

部門長

清田　葉子

（各自部門において）

・環境経営システムの実施。

卜部　真悟
・環境方針の周知。

・教育訓練の実施。

村上　一也 ・環境活動計画の実施及び達成状況の報告。

・問題の発見、是正、予防処置の実施。

環境管理責任者 卜部　真悟

・環境経営システムの構築、実施、管理。

・環境目標、環境活動計画書の作成。

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組みの自己

　チェックの実施。

・環境活動の実績集計。

・環境活動の取組み結果を代表者へ報告。

代表者 村上　忠生

・環境経営に関する統括責任。

・環境経営システムの実施に必要な　人・設備・費用

　時間・技能・技術者を準備。

・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知。

・全体の評価と見直しを実施。

清田　葉子 卜部　真悟 村上　一也

役割　・　責任　・　権限

所属 担当者 役割・責任・権限

総務部・EA21事務局 工務部 資材管理部

代表者

代表取締役社長
村上　忠生

EA21委員会

環境管理責任者

取締役工事部長
卜部　真悟
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3 . 環境経営方針

1　・　基本理念

村上建設株式会社は、ますます深刻化する地球温暖化や、今後予想される

地下資源の枯渇への対応が、人類共通の重要課題との認識にたち、

代表者以下社員全員で、地球の環境活動に積極的・継続的に取り組んでいきます。

2　・　行動指針

環境経営システムを構築・運用し、環境負荷の低減及び環境改善を図る為に、

以下の項目に全社員で積極的に取り組みます。

1

2 節水による、水使用量の削減に取り組みます。

3 コピー・プリンター用紙の節約及びリサイクルに取り組みます。

4

5

6 省エネ提案（太陽光・ペアガラス・エコ給湯）を積極的に図ります。

7

8

令和　4年　　8月　　6日　制定

代表取締役社長　

　　　村　上　　忠　生

この環境経営方針は、社員全員に周知するとともに、広く一般へ公開しま
す。

総合建設工事会社として、全ての事業活動において適用される環境関連法規を遵守し

二酸化炭素排出量削減の為、電力・燃料の使用効率を高め省エネルギー
に取り組みます。

廃棄物の削減・分別収集及び適切な処理に努め、リサイクルの促進に取り
組みます。

自社の強みを生かした施工により、建物のLCC削減に貢献します。

地域・自治体等のボランティア活動に積極的に参加し、地域環境の美化と
環境意識の向上に努めます。
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4 . 令和4年度及び中期環境経営目標

※1　CO2排出係数は、九州電力：0.479kg-CO2/kWh（2020年度調整後排出係数）を採用。

※2　化学物質は使用していないので目標に取り上げない。

事業年度　5月1日～翌年4月30日

48 48

（現状維持） （現状維持） （現状維持） （現状維持）

会社・現場周辺の
清掃

回 4回/月 12
12 48

0 0

（現状維持） （現状維持） （現状維持） （現状維持）
無事故・無災害 件 0 0

0 0

65.3 65

（0.5%） （0.5%） （1%） （1.5%）
水使用量の削減 m3 66 16.5

16.41 65.6

89以上 89以上

（現状維持） （現状維持） （現状維持） （現状維持）

再生資源化率の向
上

％ 89 83
83 89以上

0.762 0.758

（0.5％） （0.5%） （1%） （1.5%）

一般廃棄物排出量
の　削減

ｔ 0.766 0.1917
0.1907 0.765

5,529 5,501

（0.5%） （0.5%） （1%） （1.5%）
軽油使用量の削減 ℓ 5,585 1,249

1,243.7 5,557

9,638 9,589

（0.5%） （0.5%） （1%） （1.5%）

ガソリン使用量の
削減

ℓ 9,736 2,485
2,473.11 9,687

6,066 6,036

（0.5%） （0.5%） （1%） （1.5%）
電力使用量の削減 kWh 6,128 1,346

1,339.23 6,097

39,735 39,535 39,335

（0.5%） （0.5%） （1%） （1.5%）

（試行期間）

二酸化炭素排出量
の削減

kg-CO2 39,936 9,636
9,587.92

項目 単位

基準年度（2021年） 目標

2021年度 2021.10～12月
2022.10～12月

2022年度 2023年度 2024年度
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5 . 令和4年度の主要な環境経営計画

4 無事故・無災害 1 安全訓練等により教育を行う。 実行

節水の呼びかけの表示を行う。

4.無事故・無災害

取組目標 活動項目
今後の活動計画

5～7月 8～10月 11～1月 2～4月

3

1 バルブの調整により水量・水圧の調整を行う。 試行 実行

2 水を流っしぱなしにしない。
実行

3

3.水使用量の削減

取組目標 活動項目
今後の活動計画

5～7月 8～10月 11～1月 2～4月

水使用量の削減

取組目標 活動項目
今後の活動計画

5～7月 8～10月 11～1月 2～4月

2-2

1 建設副産物の分別回収を徹底する。
実行

2 建設現場で混合廃棄物としないよう徹底する。

3 不良在庫を減らす為、在庫管理を徹底する。 調査

再生資源化率の向上

2.廃棄物総排出量の削減

取組目標 活動項目
今後の活動計画

5～7月 8～10月 11～1月 2～4月

2-1

1 ごみの分別を徹底する。
実行

2 3Ｓ（整理　整頓　清掃）活動を実施する。

3 使い捨て製品の使用や購入を抑制する。 検討 実行

一般廃棄物排出量の削減

1-3

1 エコドライブの励行。

実行2 配車計画の合理化。

3 過積載を行わない様に管理する。

軽油使用量の削減

1-2

1 エコドライブの励行。

1-1

1 昼休み時の照明の消灯。

実行2 配車計画の合理化。

3 タイヤの空気圧を定期的に確認し適正値を保つ。

電力使用量の削減

ガソリン使用量の削減

実行

2 残業時の不要な照明は消灯。

3 エアコンの設定温度を決める。

4

5 パソコン、プリンターなどのＡＶ機器は、省電力設定にする。

6 ブラインド、カーテンの利用により熱の出入りを調整する。

1.二酸化炭素排出量の削減

取組目標 活動項目
今後の活動計画

5～7月 8～10月 11～1月 2～4月

夜間、休日は、電気機器の主電源を切る。
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5 会社・現場周辺の清掃 1 週間会議の前に、会社　現場の周辺清掃を行う。 実行

5.会社・現場周辺の清掃

取組目標 活動項目
今後の活動計画

5～7月 8～10月 11～1月 2～4月
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6 .環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果とその評価 
　　並びに次年度の環境経営目標及び環境経営計画

1）　取組結果とその評価

①電力使用量の削減

環境活動計画を実施してきたが、平年より土日出勤が期間内で多くあった為、電気使用量が

増えたと思われます。

工事特性・内容により避けれない所もあるが、しっかりと計画と実施を管理していきたい。

②水使用量の削減

期間中に社有地の造成工事に使用した工事用水が水使用量が増加したと思われます。

工事が完了後、12月は目標達成できているので今後もこの意識を高め、強化していきたい。

2）　次年度の環境経営目標及び環境経営計画

①電気使用量の削減

　 受注工事の工程により、電気の使用量も変化するが、目標値は変えず工夫しながら節電に

取り組んでいきたい。

② ガソリン・軽油使用量の削減

配車計画の合理化を行い、目標値をしっかり把握し今後も削減を進めていきたい。

※1　CO2排出係数は、九州電力：0.479kg-CO2/kWh（2020年度調整後排出係数）を採用。

※2　化学物質は使用していないので目標に取り上げない。

事業年度　5月1日～翌年4月30日

○ 4 4 ○ 12 12

無事故・無災
害

件 0 0 ○ 0 0 ○

会社・現場周
辺の清掃

回 4 4 ○ 4 4

0 0 ○ 0 0 ○

○

100.00 ○ 83.00 100.00

5.50 ○ 16.41 20.50 ×
水使用量の削

減
m3 4.47 7.50 × 5.97 7.50 × 5.97

一般廃棄物排
出量の　削減

kg 63.58 62.00 ○ 190.74 183.00 ○

再生資源化率
の向上

％ 71.60 100.00 ○ 99.00 100.00

63.58 60.00 ○ 63.58 61.00 ○

○○ 77.70

○

軽油使用量の
削減

ℓ 349.55 436.50 × 478.11 137.20 ○ 416.04

○ 962.98 746.06 ○ 2,473.11 1,997.95

208.88 ○ 1,243.70 782.58 ○

ガソリン使用量
の削減

ℓ 736.00 667.69 ○ 774.13 584.20

444.76 476.00

項目 単位

2,532.743,558.20

12月

○ 9,587.92 7,332.08 ○

電力使用量の
削減

kWh 371.10 390.00 × 1,339.23 1,415.00 ×× 523.37 549.00 ×

二酸化炭素排
出量の削減

kg-CO2 2,787.14 2,862.02 × 3,242.58 1,937.32 ○

目標
達成
判定

目標値
（3ヶ月
累計）

使用量
実績

目標
達成
判定目標値

使用量
実績 目標値

使用量
実績 目標値

10月 目標
達成
判定

11月 目標
達成
判定 使用量

実績
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③ 廃棄物排出量の削減

使い捨て商品を出来るだけ抑制し、現場共　ゴミの分別回収を徹底する。

在庫管理を徹底する事により、不良在庫・処分品を減らす。

④ 水使用量の削減

今後も節水活動を進めていく。

⑤ 無事故・無災害

現場において、安全訓練を1回/月　実施する。

新規入場者教育を必ず実施する。

⑥ 会社・現場周辺の清掃

天候不良の日を除き、計画通リ実施していく。
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7 .環境関連法規の遵守状況等 

当社に適用される環境関連法規等の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。また、関係当局か
ら違反等の指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。

建築物の解
体等に係る石
綿飛散防止
対策マニュア

ル

解体・改修工事
に伴う石綿等の

除去作業等

・排出抑制に努めるとともに地方公共団体施策への協力

遵守

建設汚泥
の再生利
用に関す
るガイドラ

イン等

建設汚泥が発
生する作業

・建設汚泥の工事間利用に関する確認書

遵守

・建設汚泥再生利用計画書

・建設汚泥リサイクル伝票

・建設汚泥再資源化等実績書

　　　天井裏等の制限

学校環境
衛生の基

準

学校の新築・改
築・改修工事

・建設資材選別確認

遵守・換気の励行

・住宅性能表示基準参考(空気環境)

遵守

建築基準
法

内装仕上げ工事・
換気設備・天井裏

等工事

・石綿含有建材の使用禁止

遵守

・クロルピリホス添加建材の使用禁止

・ホルムアルデヒドに関する規制

　　　内装仕上げの規制

　　　換気設備設置の義務付け

排出ガス対策型建
設機械普及促進
規定

国交省直轄工事
・排ガス対策型であることの確認

建設リサイ
クル法

解体工事-８０㎡
以上・新築・増築
工事-500㎡以上・
修繕・模様替工事
-1億円以上・その
他の工作物に関
する工事(土木工
事等)-500万以上

・発注者への計画等説明書

遵守

　書面による計画等説明・工事着手7日前までに必要事項を知事

　に届出

・発注者への完了報告書

　分別解体等・再資源化等の促進・再資源の使用

・知事への届出書

・下請負者への告知書

遵守
・再利用、再生利用、再資源化努力

資源有効
利用促進

法

解体工事・土木
工事・外構工
事・型枠工事・

木工事

・資材、施工方法による副産物発生の抑制

廃棄物処理
法
（廃掃法）

・5年間の保管

・適合マニュフェストの使用

遵守

・マニュフェストの回収日の管理(A票での照合チェック)

・マニュフェスト・委託契約書の5年間の保存

・未回収戻票の報告(発行後運搬処理処分)90日以内・180日以内

　(最終処分)に写しが未返却の場合照合確認及び知事への届出

・管理票の交付等の状況の報告。毎年6月30日までに前年度1年間の状況報告。

産業廃棄物の
委託処理

・収集運搬及び処分業者の許可証の確認

遵守・中間処理施設等の現地確認

・委託契約書の内容確認

遵守

法律名等 事業・作業 要求内容 遵守確認

収集運搬業務

・運搬車両への表示

遵守・運搬内容の記載(書式問わず)と常時携帯
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遵守

遵守
・判明時調査

遵守

・作業主任者の選定

・作業環境測定(6ヶ月以内に１回)

・健康診断(6ヶ月以内に1回)

労働安全
衛生法

解体・改修工事
に伴う石綿等の

除去作業

・作業開始14日前までに監督署への建築工事計画書の提出

環境基本法
(土壌環境基

準)
土工事

・施主への通知

セメント及びセメン
ト系の固化材を使
用した改良土の六
価クロム溶出試験

実施要領

国交省直轄工事・
農水省直轄工事

・六価クロム溶出試験の実施

フロン排出
抑制法

空調設備

・簡易点検

遵守

・定期点検

・製品の廃棄

①全ての第一種特定製品について簡易点検を3ヶ月に一回以上
実施すること。

①7.5kW～50kW未満は、定期点検（専門知識を有するもの）を3年に一回以上実施すること。
②50kW以上は、定期点検（専門知識を有するもの）を1年に一回以上実施すること。

①一種特定製品の廃棄等の際には、 ・第一種フロン類充塡回収業者に回収を依頼すること。 ま
た、その際、回収依頼書の交付等（行程管理票） を行う こと。 ･業者より、引取証明書、再生証明書
/破壊証明書の 送付を受け保管すること。

法律名等 事業・作業 要求内容 遵守確認

大気汚染
防止法

解体・改修工事
に伴う石綿等の

除去作業等

・作業開始14日前までに知事に作業計画書を提出

遵守
・掲示板の設置

・作業ごとの基準あり
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8 . 代表者による全体評価と見直し・指示

　　　代表取締役　　村　上　　忠　生

お願いします。

今後は、配車計画の合理化をシステムとして構築して下さい。

　④実施体制　　　　　　　　必要　　　　　不要

環境管理者への指示事項 　引き続き水道の水漏れチェックや無駄な電気の使用が無いか点検・確認を

　②環境経営目標　　　　　必要　　　　　不要 引き続きこの形でいきたい。

　③環境経営計画　　　　　必要　　　　　不要

社外的な活動を積極的に取り組んでいきたいと思います。

変更の必要性の判断 　①環境経営方針　　　　　必要　　　　　不要 （代表者の所見）

代表者の評価結果 　試行期間という事で　目標を達成できるか不安な面もあったが　役割分担を

決めていく事で個々の意識も高まりそれなりに成果をあげられたと思います。

今後、運用していく中で社内的な活動はもとより　地域貢献活動も充実させ、

　⑥環境緊急事態への対応がなされているか

　⑦環境に関する外部からの苦情が適切に処理できているか

　③環境活動計画の取組みが的確に実施されているか

　④環境関連法規等が遵守されているか

　⑤環境教育・訓練が実施されているか

評価内容 　①環境経営システムが有効に機能しているか

　②環境目標に対する体制が機能しているか

提出した情報 　①エコアクション21　建設業向け　ガイドライン　2017年版

　②環境関連法規則等の遵守状況

　③2022年10月1日～2022年12月31日のシステム運用状況
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